
 

 

  

12月23日 24日・25日

十二所　浄明寺
二階堂

カン・ビン※
容プラ※

紙類・布類
不燃ごみ※

梶原（１丁目～５丁目）
寺分（1丁目～３丁目）
山崎（うぐいす山）

西鎌倉　鎌倉山

笛田　常盤 燃やすごみ

梶原（未表示地区）
寺分（未表示地区）
上町屋　手広

燃やすごみ

カン・ビン※
容プラ※

紙類・布類
製品プラ※

腰越(未表示地区）
津　七里ガ浜

西御門　雪ノ下
扇ガ谷　小町
御成町　佐助

カン・ビン※
容プラ※

紙類・布類
製品プラ※

腰越（１丁目～５丁目）
津西

坂ノ下　極楽寺
　稲村ガ崎
七里ガ浜東

由比ガ浜
笹目町　長谷

燃やすごみ

大町　材木座

燃やすごみ

水月金 土・日

ペットボトル
植木剪定材

火 水

12月31日
～1月3日

1月4日12月28日12月26日 12月27日 12月29日

木

燃やすごみ

ペットボトル
植木剪定材

ペットボトル
植木剪定材

ペットボトル
植木剪定材

ペットボトル
植木剪定材

ペットボトル
植木剪定材

紙類・布類

12月30日

紙類・布類
植木剪定材

紙類・布類
植木剪定材

ペットボトル
植木剪定材

燃やすごみ

燃やすごみ

ペットボトル
植木剪定材

カン・ビン※
容プラ※

ペットボトル
植木剪定材

ペットボトル
植木剪定材

ペットボトル
不燃ごみ※

カン・ビン※
ペットボトル

燃やすごみ

燃やすごみ

燃やすごみ

燃やすごみ

燃やすごみ

植木剪定材
容プラ※

植木剪定材
容プラ※

紙類・布類

カン・ビン※
容プラ※

ペットボトル

紙類・布類
植木剪定材

紙類・布類
植木剪定材

ペットボトル
製プラ※

燃やすごみ

燃やすごみ

燃やすごみ

燃やすごみ

燃やすごみ

燃やすごみ

カン・ビン※
ペットボトル

ペットボトル

名越クリーンセンター
担当地区 金

燃やすごみ

ペットボトル
不燃ごみ※

カン・ビン※
ペットボトル

カン・ビン※
ペットボトル

ペットボトル

ペットボトル
製プラ※

ペットボトル
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今年の通常収集は 12月 28日で終了です。年始の収集は１月４日からです。 

 ◎不燃ごみ（燃えないごみ、危険・有害ごみ、使用済み食用油） 

十二所・浄明寺・二階堂：1月３日（火） ⇒ 12月 27日（火） 

◎12 月 29 日（木）または 12月 30 日（金）に燃やすごみの収集があります。 

※収集の時間が通常と異なります。収集日の朝朝８８時時 3300 分分までに出してください。 

※「不燃ごみ」→「燃えないごみ・危険有害ごみ・使用済み食用油」 「容プラ」→「容器包装プラスチック」 

「カン・ビン」→「飲食用カン・ビン」 「製品プラ」→「製品プラスチック」 

★「未表示地区」→腰越、梶原、寺分では「丁目」がない地区 例：腰越 2135 番地 

◎一部の地区では収集スケジュールが隣接する地域のものになる場合があります。ご利用のクリーンステーション看板を確認してください。 

・収集依頼は 12月 28日（水）まで 

・年内にクリーンセンターへ持ち込めるのは 

12月 28日（水）午後 4時まで 

※予約状況によっては翌年の収集・持ち込みになります。 

 

・収集の開始は １月 4日（水）から 

・クリーンセンターへの持ち込み開始は 

１月４日（水）から 

粗大ごみ・臨時ごみの持ち込み受入施設：名越クリーンセンター 所在地：大町 5-11-16（☎24-1097） 
持ち込み受付：月～金曜日 8:30～11:30、13:00～16:00 土曜日 8:30～11:30 

予約電話受付：月～金曜日 8:15～17:00 

植木剪定材受入事業場への持ち込みは 12月 28日（水）午後４時半まで。開始は１月 4日（水）から 

植木剪定材の持ち込み受入施設：植木剪定材受入事業場 所在地：関谷 1493-2（☎45-0526） 

持ち込み受付： 月～金曜日 8:30～11:30、13:00～16:30 土曜日 8:30～11:30 

 

【粗大ごみ・臨時ごみの予定】※収集・持ち込みいずれも事前予約が必要です。 

 

お問合せ 名越クリーンセンター☎24-1097  

【植木剪定材持ち込みの予定】※予約は不要です。 

 


